
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第９９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月１７日 ０２時００分ごろ 

発生場所 境港 

 鳥取県境港市所在の境港防波堤灯台から真方位２６３°２,１６０

ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３３.０′ 東経１３３°１４.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年６月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二十八わかば丸、２３０トン 

   １２８４０７、若葉漁業株式会社 

Ｂ 漁船 大福
だいふく

丸、７６トン 

   １２７３６１、大福水産有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、六級海技士（航海） 

 漁ろう長Ｂ、海技免状なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首外板に曲損 

Ｂ 左舷外板及びマストに曲損等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、船長が単独の船橋当直に就

き、針路約０９０°（真方位、以下同じ。）、速力（対地速力、以下同

じ。）約７.５ノット（kn）で手動操舵により、境港を航路に向けて東

進した。 

 船長Ａは、左舷船首方の目標としている航路ブイに注意を向けて見

張りをしていたところ、衝突の約１０秒前に右舷船首方にＢ船の灯火

を認め、平成２５年４月１７日０２時００分ごろＡ船の船首部とＢ船

の左舷外板が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び漁ろう長Ｂほか６人が乗り組み、漁ろう長Ｂが

単独の船橋当直に就き、針路約０００°、速力約３.５kn で手動操舵

によって境港を北進した。 

 漁ろう長Ｂは、港内は船長が操船するべきだが、船長Ｂがまだ若

く、見習いで仕事を覚えている最中だったので、ほかの乗組員と共に

荷揚げ作業に当たらせていた。 

 漁ろう長Ｂは、前方を右方に東進する２隻の船に注意を向けて見張

りをしていたところ、４号岸壁北端に係留していた３隻の漁船の陰か



 

ら見えてきたＡ船の灯火を左舷船首約４５°９０ｍ付近に認め、機関

を中立としたが、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、境港を東進中、船長Ａが、左舷船首方の目標としている航

路ブイに注意を向け、右舷船首方の見張りを適切に行っていなかった

ことから、右舷船首方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、境港を北進中、漁ろう長Ｂが、前方を右方に東進する２隻

の船に注意を向け、左舷船首方の見張りを適切に行っていなかったこ

とから、左舷船首方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、境港において、Ａ船が東進中、Ｂ船が北進中、船

長Ａ及び漁ろう長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかったため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


